
舟橋村条例第 17号 

舟橋村公告式条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和 6年 12月 13日 

舟橋村長 渡辺 光 

 

舟橋村公告式条例の一部を改正する条例 

舟橋村公告式条例(昭和 25年舟橋村条例第 54号)の一部を次のように改正する。 

第 1条中「第 4項」を削る。 

第 2条第 2項中「別表の掲示場に掲示して行う」を「村ホームページに掲載して行う」

に改める。 

第 4条第 1項中「記入して、村長印をおさなければならない。」を「記入しなければな

らない。」に改める。 

第 5条第 2項後段中「「村長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者

の印」と」を削る。 

別表(省略)を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


